
※ 任意代理人が受け取れるのは、病気、身体の障害、長期入院、施
設入所、成年被後見人、未就学児など、 やむを得ない理由により
本人が来庁困難な場合に限られます。仕事が多忙や通学といった
理由は「やむを得ない理由」に該当しません。

代理の理由が「７５歳以上」の場合は、余白に「高齢のた
め来庁困難」と記入してください。

代理人が代筆した場合、本人が記載内容を確認し、押印し
てください。

代理人が本人と同住所の場合でも「同上」とせず、上記と
同じ住所を記入してください。

枠内は、必ず本人が記入してください。
なお、身体的な障害等で本人が記入できないときは、
代理人が代筆し、本人の氏名欄に押印してください。

暗証番号を設定する場合は、「(1) 暗証番号を設定する」に✓
してください。
なお、設定する暗証番号は必ず本人が記入し、ハガキ表面（宛
名面）の目隠しシールを暗証番号の欄に貼付するなど、暗証番
号が見えないようにして代理人にお渡しください。

※誤入力防止のため「①署名用電子証明書暗証番号」には、フ
リガナを記入してください。

顔認証マイナンバーカードを希望する場合、✓してください。
なお、この場合、健康保険証としての利用はできますが、コ
ンビニ交付、e-TAX、マイナポータルは利用できません。

住民票上の住所を記入してください。


